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４．議題 

 １．第１期資源回復計画の進捗状況について 

 ２．資源回復計画の進行管理について 
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５．議事の内容 

 

（１４時００分開会） 

 

（小林資源課長） 

 ただいまから、第５回瀬戸内海広域漁業調整委員会を開催いたします。 

 本日は、全委員の出席を賜っており、漁業法第１１４条で準用いたします第１０１条に

基づき、本委員会は成立していることを御報告いたします。 

 ここで、委員の交代についてお知らせいたします。和歌山県の杉本委員が和歌山海区の

委員を辞職されまして、漁業法第１１４条で準用いたします第１０８条に基づき本委員会

の委員も辞職されることになりました。杉本委員に代わりまして、嶋委員が本委員会の委

員に選出されましたことをお知らせいたします。 

 それでは、藤本会長、来賓の水産庁管理課中尾課長、事務局である瀬戸内海漁業調整事

務所の丹羽所長からごあいさつをいただきたいと思います。 

 まず初めに、藤本会長お願いします。 

 

（ 藤本会長挨拶 ） 

 

（藤本会長） 

 一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日は、第５回瀬戸内海広域漁業調整委員会を開催いたしましたところ、各委員の皆様

におかれましては、何かと御多忙の中、御出席を賜りましてありがとうございます。また、

来賓の水産庁中尾課長を初めとする方々におかれましても、お忙しい中御臨席いただきあ

りがとうございます。 

 本委員会におきまして、さわら瀬戸内海系群資源回復計画と、その規制措置を担保する

委員会指示が承認され、４月から実施に移されているわけであります。資源回復計画の第

１号でありますから、現場では本当にいろいろな御苦労があることと思いますが、着実な

進捗のため、関係者の多大な御努力をいただいておりますことに、深く敬意と感謝を表す

る次第であります。 

 また後ほど会議の中で出てまいりますが、本年７月３１日に開催されました太平洋広域

漁業調整委員会第３回太平洋南部会において、その管轄海域であります紀伊水道の外の、

それから豊後水道といった瀬戸内海に隣接する海域におけるさわら資源回復計画について、

本委員会と関係海域の調整委員会との連携を図りつつ、取り組みを連携的に推進していく

体制が承認されたところでございます。このような取り組みの広がりを通じ、こういった

資源管理の一層の推進が図られることを期待いたしますとともに、今後順調に資源の回復

が進み、資源が増大することを願ってやみません。 

 本委員会を初めとする広域漁業調整委員会は、広域な海域における資源管理及び漁業調



整等において、その機能を十分に発揮させることがその役割でございまして、その責務を

果たすことが資源回復の実現につながるものと確信をいたしております。関係の皆様にお

かれましては、さわら漁業がかつての活況の何分の１でも取り戻せるように、広い視野を

持って資源回復計画を推進する役割を十分に果たしていただくよう、お願いをいたす次第

でございます。 

 今後も瀬戸内海漁業のより一層の振興を目指し、委員の皆様方の多大なる御尽力をお願

いいたしまして、簡単ではございますが私のあいさつにかえさせていただきます。 

 本日は本当にありがとうございました。どうかよろしくお願いいたします。 

 

（小林資源課長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、中尾水産庁管理課長より、よろしくお願いいたします。 

 

（ 中尾管理課長挨拶 ） 

 

（中尾管理課長） 

 水産庁管理課長の中尾でございます。 

 瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員の皆様、また関係府県及び系統団体等関係者の皆様

には、平素水産行政の推進に御協力いただきまして、大変ありがとうございます。本日は、

私どもの木下長官からあいさつを預かっておりますので、これを代読させていただきます。 

 本日、第５回瀬戸内海広域漁業調整委員会が開催されるにあたり、一言ごあいさつを申

し上げます。 

 委員各位におかれましては、このたび御多忙にもかかわらず御出席をいただき、厚く御

礼を申し上げます。 

 御承知のとおり、本年３月２６日に水産基本法に基づく水産基本計画が今後１０年間を

見通して定める中長期的な施策推進の中期的な指針として、閣議決定されております。基

本計画では、水産物の自給率の目標が定められ、その達成のための施策の推進方向が提示

されておりますが、資源管理はその中でも中心的な施策として位置づけられております。

資源回復計画については、平成１６年度までに５０程度の魚種のうち、条件の整ったもの

から順次策定に着手することとしており、その審議にあたる広域漁業調整委員会の重要性

がますます高くなっているところであります。 

 資源回復計画は、国民全体の共有財産とも言える水産資源の回復を図り、水産業の産業

としての再生と、水産食料の安定供給を追及するものでありますが、広域的な計画である

ことから関係者が多岐にわたり、計画の策定には困難な面があります。このため国として

は資源回復計画の実施支援などを目的として、本年の国会で水産業協同組合法、漁業再建

整備特別措置法等の関連法令の改正を行い、また本年度予算において、所要の支援措置を

確保したところであります。これに加えて、地方公共団体、漁協系統組織それぞれが、そ



の果たすべき役割を自覚し、一致団結して取り組むことが最も必要と考えております。 

 本委員会で御審議いただいた「さわら瀬戸内海系群の資源回復計画」につきましては、

操業条件などの異なる１１府県という多数府県の調整など、非常に大きな問題があったも

のの、関係者が「資源管理」という１つの目標に結集し、御尽力をいただいた結果、実効

ある資源管理のための充実した資源回復計画が策定され、本年４月１２日に資源回復計画

の第１号として公表されております。この瀬戸内海のさわらの計画が、その後に続く資源

回復計画の作成に大きな影響を与え、８月の太平洋南部海域の伊勢湾・三河湾における小

型機船底びき網漁業対象種の資源回復計画、今月の日本海西部のアカガレイ資源回復計画

の公表につながったものと考えております。 

 本委員会の管轄海域は、瀬戸内海でありますが、その場で営まれている漁業の種類につ

いても、自由漁業から許可漁業まで、対象魚種にしても浮魚から底魚までの多種多様な要

素で構成されております。これに対応して、資源の管理をめぐる問題も多く、克服してい

かなければならない課題も山積しております。 

 今後の資源回復計画の策定に向けての成否は、本委員会にかかっており、本委員会がそ

の役割を十分に果たすことが、資源の管理のみならず、本海域の今後の水産業全般の発展

につながるものと考えます。このため、委員各位の御活躍を期待するところであり、この

ような重大な責任を果たしておられることに対し、心よりの敬意を払うものであります。 

 最後になりましたが、本日お集まりの皆様方の御健康と今後の御活躍を祈念いたしまし

て、あいさつとさせていただきます。 

 平成１４年９月２６日水産庁長官木下寛之代読 

 本日は、よろしくお願いします。 

 

（小林資源課長） 

 ありがとうございました。 

 最後に、丹羽所長より一言ごあいさつをお願いします。 

 

（ 丹羽所長挨拶 ） 

 

（丹羽所長） 

 ただいま御紹介にあずかりました、瀬戸内海漁業調整事務所長の丹羽でございます。 

 今回の広域漁業調整委員会は、本年３月２７日以来の開催となります。私は４月１日付

で所長として着任したということでございまして、私にとりまして初めての広域漁業調整

委員会ということでございます。本広域漁業調整委員会の事務局の責任者として微力なが

ら全力を尽くす所存でございますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 さて、会長及び水産庁長官のごあいさつの中にもありましたように、瀬戸内海のさわら

資源回復計画は資源回復計画の第１号ということで、３月の本委員会で御承認をいただい

て、そして４月１２日に公表されて現在に至っているわけでございます。半年が経過して、



初めての事業ということで、若干の問題点も指摘されているところではございますけれど

も、関係漁業者の方々の御協力等もございまして、全体的には順調に推移しているのでは

ないかと認識している次第でございます。 

 また、先ほど会長のごあいさつにもありましたように、この広域漁業調整委員会の決定

に従いまして、豊後水道それから紀伊水道外域といった隣接海域におきましても、この資

源回復計画に沿って必要な措置を講ずるという体制が確立されつつあります。 

 本日は年度の中間ということで、現在行われておりますさわら資源回復計画の進捗状況

について御報告するとともに、資源回復計画の補完的役割を果たすＴＡＥ制度についての

現状、それから次期資源回復計画の対象魚種の検討状況などについて、御報告する予定と

なっています。内容的には、非常に盛りだくさんではございますけれども、よろしく御審

議いただきたく、その旨お願いいたしまして、私のあいさつとさせていただきたいと思い

ます。 

 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（小林資源課長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、本日使用いたします資料の確認をさせていただきます。 

 申し遅れましたが、私瀬戸内海漁業調整事務所資源課長を務めております小林と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（ 資料の確認 ） 

 

（小林資源課長） 

 それでは、御手元の資料でございますが、まず「第５回瀬戸内海広域漁業調整委員会議

事次第」これが１枚でございます。それから「第１期瀬戸内海広域漁業調整委員会委員名

簿」これが１枚でございます。それから「第５回瀬戸内海広域漁業調整委員会出席者名

簿」が２枚ございます。それから「配席図」でございます。資料でございますが、右肩に

資料１と書いてございます「第１期資源回復計画の進捗状況について」というものでござ

います。これは６枚綴りになってございます。それから右肩に資料２と書いてございます

「さわら瀬戸内海系群資源回復計画の取り組み状況」というものがございます。それから

資料３といたしまして「平成１４年度資源評価表（ダイジェスト版）」という資料がござ

います。それから資料４「さわらに係る漁獲努力量管理（ＴＡＥ）の設定について」とい

う資料が１枚でございます。それから資料５といたしまして「さわら瀬戸内海系群資源回

復計画の隣接海域の取り扱いについて」ということで、７月３１日に太平洋広調委の第３

回太平洋南部会に提出した資料、これが３枚でございます。それから資料６といたしまし

て「次期資源回復計画に係る魚種の検討状況」という資料でございます。それと資料７

「次期資源回復計画の候補魚種の資源状況」ということで、カタクチイワシ・トラフグ・



小底対象魚種の関係の資料が入っているものでございます。それから資料８としまして

「平成１５年度資源管理関係予算概算要求について」という予算要求の資料でございます。

これが４枚でございます。それから資料９といたしまして「瀬戸内海漁業取締規則等の一

部改正について」という資料でございます。それから資料１０としまして「資源評価調査

実施計画書の提出について」ということで、この資料が２枚でございます。それからあと

参考資料といたしまして、「さわら瀬戸内海系群資源回復計画」というものでございます。

これについては資源回復計画と委員会指示について配付しておりまして、全部で９枚ござ

います。これにつきましては、前回の広調委において提出しましたものから誤字等があり

まして修正をいたしましたために、今回改めて配付させていただくものでございます。そ

れから最後に「さわら資源回復計画実施中」ということで、標識放流の追跡調査の協力依

頼のためのパンフレット、これが１枚でございます。 

 以上でございます。もし御不足等がございましたら、事務局までお申し出いただければ

と思います。 

 それでは藤本会長、議事の進行をお願いいたします。 

 

（ 議事録署名人の選任 ） 

 

（藤本会長） 

 それでは議長を務めさせていただきます。 

 議事に先立ちまして、後ほどまとめられます本委員会の議事録の署名人を選出しておく

必要がございます。従来からの慣例によりますと、私の方から指名をさせていただいてお

りますが、よろしゅうございますか。 

 

（「異議なし」という者あり） 

 

（藤本会長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、私の方から議事録署名人を指名させていただきます。 

 岡山県の西川委員さん、大臣選任の荒井委員さんのお二方にお願いします。 

 それでは議事に移ります。 

 第１期資源回復計画の進捗状況についてでございますが、これまで取り組まれている瀬

戸内海のさわら以外の資源回復計画の進捗状況について、事務局より報告をお願いします。 

 

（ 第１期資源回復計画の進捗状況について ） 

 

（斎藤課長補佐） 

 水産庁管理課で資源管理企画班を担当しております斎藤と申します。よろしくお願いし



ます。座って説明させていただきます。 

 それでは、他の海域の資源回復計画の進捗状況についてですが、資料１を使いまして説

明させていただきます。 

 まず、日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）の資源回復計画の概要でございますが、こ

ちらの資源回復計画をつくった理由としましては、右にグラフが載っておりますけれども、

近年非常に漁獲が低迷しているといった状況がございます。そしてこの題名が、アカガレ

イとズワイガニと併記して書いてありますが、その資料の右の図にもありますように、黒

いところが対象魚種の分布域でありますが、見ておわかりのとおり、アカガレイ・ズワイ

ガニともに同じところに分布しているため、これらの管理は一体となって行うべきという

ことから、アカガレイ・ズワイガニ併記という形となっております。 

 そして、これに絞って御説明しますと、資源回復の目標につきましては、今ある資源を

１００とすると、１０年後にそれの１５％増し、すなわち１１５とするということとなっ

ております。これは見た目少し緩やかな回復目標計画になっておりまして、これは１９８

０年代の水準まで持っていこうとした場合、かなり厳しい漁獲努力量の削減を行わなけれ

ばならないので、そういった水産業の経営に対する影響なども考慮いたしまして、段階的

に行っていこうとすることから、このような目標数値となっております。 

 そして資源回復のために講じられる措置ですが、保護区の設定のほかには、改良漁具の

導入といったものがありますが、これはどういったものかと申しますと、要するに、ズワ

イガニの禁漁期中にアカガレイの操業をしておりますと、どうしてもズワイガニが入って

しまうということなので、アカガレイをとりながらもズワイガニは逃がすと、こういった

漁具の改良などといった取り組みを行っていくこととしております。 

 それで１枚めくっていただきまして、伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象資源回

復計画についてですが、これは太平洋広域漁業調整委員会南部会の管轄となっております。

こちらの方もポイントを言いますと、当初はトラフグ１種類に対して資源回復計画をつく

るという話をしておりましたが、やはり議論を進めていきます中で、トラフグというのは

底びき網で一緒にとられてくることから、それを同一的に管理しなければならないのでは

ないかということから、少し範囲を広げまして、小型機船底びき網漁業対象魚種というこ

ととしております。 

 そして資源回復計画内容ですけれども、１番の目的といたしましては、湾外で産卵いた

しましたトラフグが湾内に入ってきて成長して、湾外に秋口のころ出ていくわけですけれ

ども、その湾外に出て行くときの小型魚については、とったとしても非常に商品価値の少

ないものではありますが、こういった小型魚の保護を行うということが内容であります。

具体的に申しますと、４のところに書いておりますが、秋に全長２５センチ以下のトラフ

グは水揚げ禁止となっております。ポイントだけ説明いたしましたが、詳しいことは資料

を読んでいただければと思います。 

 それで、もう１枚めくっていただきまして、縦長の表で資源回復計画作成魚種及び候補

魚種というものが載せてあります。それで第１期計画と第２期から第４期の今後の計画と



分けて書いてあります。第１期計画のうち、少し見にくいですが太字で書いてある部分、

これが今回まで公表された計画でありまして、太平洋南部会の伊勢湾・三河湾小型機船底

びき網漁業対象魚種、それから当委員会の管轄するさわら、それから日本海西のアカガレ

イ、これが今回公表された計画です。太平洋北部会の第１期といたしまして沖合性カレイ

というものが載せてありますが、これは、禁漁区をどこに設定するとか、そういった細か

い計画の詰めを行っており、現在調整中となっております。第１期計画のうちのマサバに

ついてはやはりマサバが浮魚であることから、効果的な管理というものは卓越年級群が出

てきたときに行うべきということとなっておりまして、その卓越年級群が出て直ちに資源

管理が行われるように、今準備しているところであります。 

 それから、第２期から第４期についてそれぞれ載せてありますが、これは下の注にも書

いてありますとおり、現段階の水産庁の案でありまして、これから各広域漁業調整委員会

で検討されていくものと考えております。 

 そしてもう１枚めくっていただきますと、参考といたしまして他海域広域漁業調整委員

会の開催状況が載せてあります。瀬戸内海は特に部会といったものを設けておりませんが、

日本海九州西及び太平洋の方は管轄する海域が非常に広いことから、日本海九州西につい

ては３部会、太平洋については２部会を設けて、各部会の中で具体的な資源回復計画の検

討を行っているところであります。簡単に御説明いたしますと、日本海九州西広域漁業調

整委員会の中で日本海北部会につきましては、今まで３回行われております。その中で検

討はなされておりましたが、第１期の回復計画は間に合わずに、第２期といたしましてマ

ガレイ・ハタハタについて、これを対象魚種として取り組んでいくことが、先日行われま

した第３回の日本海北部会で決まっております。そして日本海西部会においては、アカガ

レイの資源回復計画に今まで取り組んできておりまして、さらに第２期目といたしまして

は、事務局よりハタハタやヤナギムシガレイといったものを提案したところですが、さら

に検討することとなっております。 

 １枚あけていただきますと、九州西部会ですが、これは今まで２回開催しておりまして、

まだ現在資源回復計画の具体的な対象魚種は挙がっておりません。これは第３回委員会を

来月２２日に予定しておりますが、この中で検討されていくと考えております。そして太

平洋ですが、太平洋北部会は今まで３回開催されておりまして、まだ資源回復計画公表と

いったところまでに至ってはおりませんが、沖合性カレイ資源の資源回復計画に取り組ん

でおり、現在最終的に検討を行っているところであります。そして最後に太平洋南部会で

すが、今まで４回開催されておりまして、特に第３回目ではさわらの資源回復計画の隣接

水域について、瀬戸内海における取り組みと歩調を合わせた管理をすべきということで御

承認いただいております。それについては、後ほどまた議題の方で取り上げられることと

思います。そして第４回目、これは今月の１７日に行われておりますが、この中で第２期

の計画といたしまして、豊後水道、日向灘のトラフグ、こちらの方は瀬戸内海の当委員会

と密接にかかわるところだと思いますが、こちらの方についても、隣接海域の検討状況を

見つつ連携しながら検討を進め、さらに資源回復計画になるのか、さわらと同じような取



り組みになるのかということは今後の議論となると思いますが、そういったことを検討し

ていくことが承認されております。 

 以上、他海域の状況を参考までに簡単に説明させていただきましたが、特にまた詳細が

知りたいということでございましたら、いつでも管理課の方に御質問等をお願いしたいと

思います。 

 事務局の説明は、以上です。 

 

（藤本会長） 

 はい、どうもありがとうございました。 

 ただいまの報告につきまして、何か御意見・御質問等がございましたら、承ります。 

 ございませんか。 

 別にないようでございますので、次の議題に移りたいと思いますが、よろしゅうござい

ますか。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 皆さん御承知のとおり、３月２７日に開催されました第４回広調委において、「さわら

瀬戸内海系群資源回復計画」及び担保措置となる委員会指示が承認され、各種資源回復措

置が展開されているところでございます。現在までの状況について、事務局より報告をお

願いします。 

 

（ 資源回復計画の進行管理について ） 

 

（小林資源課長） 

 それでは事務局より御報告させていただきます。 

 さわらの資源回復計画が策定されまして、現在で約半年が経過しているわけですけれど

も、これまでに資源回復計画に基づきまして、具体的な取り組みというものが行われてお

りますので、資源回復措置の実施状況について御報告をさせていただきたいと思います。

資料につきましては資料２「さわら瀬戸内海系群資源回復計画の取り組み状況」というも

のでございます。 

 １枚めくっていただきたいのですけれども、「漁獲努力量削減措置の取り組み状況」と

いうことでございまして、回復計画の漁獲努力量削減措置につきまして、この図の方にま

とめてございます。斜線部分につきましては、春漁を規制しているところで、ことしの５

月から休漁等の取り組みが行われているところでございます。また中央部の白い部分につ

きましては、９月から休漁の取り組みが行われることになっております。また９月から、

全域で網目の１０.６センチ以上という取り組みが行われているわけでございます。それ

から、はなつぎ網漁業とさごし巾着網漁業につきましては、漁獲量の上限につきまして４

０トン、４６トンとそれぞれ決まっているわけですけれども、今漁期につきましては、そ

れぞれ９トン、３トン程度ということとなっております。それからまた右下に点線で囲っ



てあるものがございますけれども、資源回復計画推進支援事業の予定内容というものがあ

りますけれども、これは休漁や網目規制に伴いまして、休漁中の漁船を活用して漁場監視、

あるいは漁場清掃の取り組みを行うという休漁漁船活用支援事業、また漁具改良や古網の

処分について助成する漁具改良等支援事業というものを、関係府県で実施することになっ

ております。 

 それから、ことしの春漁の模様でございますけれども、各海域で若干漁模様は異なって

いるわけですけれども、全体的には昨年よりも豊漁となっているところが多かったという

ことです。また昨年に比べて、水温が高かったせいか、漁期が昨年に比べて早まっている

というのが、特徴的なポイントとなっております。 

 また、１枚めくっていただきたいのですが、「平成１４年度さわら種苗生産・中間育

成・受精卵放流の取り組み状況」ということで、５月から種苗生産・中間育成・受精卵放

流が行われているわけですけれども、それぞれの実施箇所について図に示しているところ

でございます。 

 もう１枚めくっていただきますと、「種苗生産・中間育成・放流の取り組み状況」とい

うことで、特にこの取り組みにつきましては、漁業者の参画を得て取り組まれていること

から、少し詳しく報告させていただきたいと思います。 

 ①の採卵ですが、これは日栽協で種苗生産を行うための受精卵を確保する取り組みとい

うことでございます。この取り組みにつきましては、香川県・愛媛県の漁業者の協力を得

て行われまして、１００万粒余りの卵が確保されているわけでございます。②も種苗生産

でございますが、回復計画に取り組むということで、本年度から日栽協の伯方島事業場で

の生産というものも実現したわけでございます。こういうことで、３０万尾以上の生産が

達成されているわけでございます。③の中間育成につきましては、これらの種苗生産が行

われた種苗について、岡山県・香川県・広島県・愛媛県の各漁協さんの協力によりまして

中間育成がなされまして、全部で１８万尾の中間育成が行われているところでございます。

それから放流でございますけれども、以上の種苗生産それから中間育成の結果、約２１万

尾の種苗が放流されたということでございます。なお、これらの放流につきましては、標

識をつけて放流しておりまして、１番最後に資料としてパンフレットをつけておりますが、

採捕の報告を関係者に呼びかけているところでございます。また⑤といたしまして、受精

卵放流でございます。これにつきましては、漁業者の自主的な資源増殖の取り組みという

ことで、船上で受精させた卵を放流するという取り組みが行われております。これにつき

ましては、大阪府以下６府県で行われているところでございます。 

 それから、もう１枚めくっていただきますと、「瀬戸内海における広域漁場整備及び漁

場環境保全の取り組み状況」がございます。この取り組みにつきましては、さわらの回復

に特化したというわけではありませんが、瀬戸内海全体の水産資源の生息環境の改善を図

るということで、漁場・増殖場の造成を行う漁場整備事業、あるいは藻場・干潟の造成、

堆積物の除去などの漁場環境保全の事業が取り組まれていることですので、ここで図に示

して御紹介したいと思います。 



 以上が、取り組みの状況でございますけれども、今報告したものにつきましては、８月

２２日に開催しましたブロック漁業者協議会でも報告させていただきました。ブロック漁

業者協議会の中では、一応秋漁の取り組みを一たん終えた段階で全体の取り組みについて

反省する機会を設けることになっておりますので、この場で御紹介させていただきます。 

 以上でございます。 

 

（藤本会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの御報告につきまして、御意見・御質問等がありましたら、お願いします。 

 ございませんか。 

 それでは次に、さわら瀬戸内海系群の最新の資源状況につきまして、独立行政法人水産

総合研究センター瀬戸内海区水産研究所の永井室長より報告をお願いします。 

 

（ さわらの資源状況について報告 ） 

 

（永井海区産業研究室長） 

 水産研究所の永井です。 

 お手元にある「平成１４年度資源評価表（ダイジェスト版）瀬戸内海のさわら」という

３枚つづりの資料を使います。 

 瀬戸内海のさわら資源については、今まで３度ほど漁獲量の推移とか資源の状態とかか

なり詳しい話をしてきました。きょうは時間が逼迫しているということで、ポイントだけ

触れさせていただきたいと思います。 

 資源評価のまとめとして、２００１年の資源量は資源が１番よかった１９８７年に比べ

て、東部では７％、西部では１５％台と低水準にあります。しかし資源量は東部で１９９

７年を、西部で１９９８年を底に、現在若干増加傾向にあります。この回復は、近年では

数の多い１９９９年級に支えられているというところまで皆さんにお話していると思いま

す。ことしの７月に研究者が集った際数字は出しましたけれど、今回は２００１年の資料

も使い、２００２年の資源回復計画を実施した場合の条件を入れまして、水産庁の指示に

より２００３年の適正な漁獲量がどうなるかという結果をお示しします。参考までに申し

ますと、２００１年の漁獲量は備讃瀬戸以東の東部で２７０トン、燧灘以西の西部で３１

４トンでした。ＡＢＣという生物学的な許容漁獲量は、東部では２００１年の漁獲量２７

０トンに対して、２００３年にはそれを上回る３２４トンとか、２８１トンと推定しまし

た。これが限界の値ですねという意味で３２４トン、これに対し、望ましくは少し減らし

た方がいいですよという目標値が２８１トン。しかしながら、この２つの値はいずれも２

００１年の漁獲量を上回っています。西部については、２００１年に燧灘以西で３１４ト

ンの漁獲があり、計算された２００３年のＡＢＣは限界値としては２６６トン、目標値と

しては２２４トンです。このように西部では２００１年の漁獲量を下回る数字になってお



ります。実際の漁獲は、先ほど小林課長から言われたように、この２・３年に伊予灘あた

りで８月以降漁獲が好調、西部の方ではわりと漁獲がいいのです。しかし、従来でしたら

豊後水道以南に分布が多かったような魚、メジナとかカイワリとかアイゴとかいろんな魚

が瀬戸内海の中に入って来ている状況がありまして、水温が上がって、さわらは伊予灘か

ら南にあまり下がらなくなったのではないかと考えています。つまり資源が回復している

以上に魚がとられている可能性があると思っています。 

 西部の方では、東部に比べると情報が少ないですが、１歳のときに魚を少しとり過ぎて

いると思いますので、そういう１歳あるいは０歳を保護してやればＡＢＣは当然上がって

くると考えられます。そういったことを詰めていく必要があります。そのためには２００

３年に向けて研究サイドとして、東部においては現在の回復計画による管理措置を続けて

いただきたいと思いますし、西部については例えば秋の燧灘において９月の禁漁というこ

とになっておりますが、もう少し期間をのばすことができればより一層いいのではないか

と考えております。 

 以上です。 

 

（藤本会長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告につきまして、何か御意見・御質問等がありましたら、お願いします。 

 ございませんか。 

 それでは、事務局におかれましては、今後も引き続き資源回復計画を着実に推進してい

くことをよろしくお願いします。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 去る２月２５日に開催された第３回広調委において、資源回復計画へのＴＡＥ制度の導

入が承認され、４月２日にさわらをＴＡＥの対象魚種に指定する政令が公布されました。

今後具体的にＴＡＥを設定していくこととなりますが、その経過について事務局に報告を

お願いします。 

 

（ ＴＡＥについて） 

 

（阿部課長補佐） 

 皆さん、こんにちは。 

 水産庁管理課のＴＡＥ班課長補佐をしております阿部でございます。資料を座って説明

させていただきます。 

 御手元の資料４をご覧ください。１枚紙で内容をコンパクトにまとめました。 

 「さわらに係る漁獲努力量管理（ＴＡＥ）の設定について」ということでございます。

１番目にさわらのＴＡＥ魚種指定ということですが、先ほど会長の方から話がありました

とおり、さわらをＴＡＥ魚種として指定することにつきましては、ことしの２月２５日に



開催されました第３回瀬戸内海広域漁業調整委員会の方で、事務局より説明をさせていた

だきまして、理解を得たところであります。それに基づきまして、事務局の方が手続きを

進めまして、４月５日にさわらを含めまして５魚種、これらはすべて資源回復計画とセッ

トになっておりますが、さわら、日本海西部のアカガレイ、伊勢湾・三河湾の小底対象資

源関係のトラフグ、太平洋北部の沖合性カレイ類に対応したサメガレイとヤナギムシカレ

イの計５魚種を対象魚種として、政令指定いたしたところです。 

 それで２番目の説明ですけれども、ＴＡＥというものにつきましては、１に説明してあ

りますとおり、資源回復計画と一体となって運用していくのが１番効果的であると考えて

おりまして、そのために資源回復計画である程度漁獲努力量の削減が決まったものに対し

て、このＴＡＥによる管理をしていこうということであります。まず資源回復計画で当該

資源を今後ふやしていく、回復させるための漁獲努力量削減措置というものを決めます。

それに基づいて、漁業者の皆さんに漁獲努力量を削減していただくわけでございますけれ

ども、資源回復計画で漁獲努力量を削減した、その残りの部分について、漁獲圧力を高め

ることがないようにしないと、せっかく資源回復計画で漁獲努力量を削減した部分が無に

なる可能性があるので、資源回復計画で漁獲努力量を削減した以外の部分に、ＴＡＥ制度

によって今までどおりの操業以上の漁獲努力量とならないように、漁獲努力量を抑制する

という方向で設定したいと考えております。（２）ですが、ＴＡＥというのは実際何で設

定するかということですけれども、操業隻日数で数量を設定して管理していきたいと考え

ております。その操業蒦日数につきましては、対象の漁業者の方々から操業日数を定期的

に報告をしていただいて集計し、それが上限を超えないように国・都道府県が管理します。

さわらの場合でありますと、すべて都道府県管理の部分に移りますので、国が設定し都道

府県に配分する数字を超えないように、都道府県知事が管理していくということになりま

す。（３）でありますけれども、採捕の種類ごとに漁獲努力量の上限を設定することにな

っておりまして、さわらに関しましてはさわら流し網・はなつぎ網・さごし巾着網という

３タイプの漁業種類に対してＴＡＥを設定していくと考えておるわけでございます。その

ＴＡＥを設定するにあたっては、基本計画にＴＡＥの上限を設定する段階で、その海域と

期間についても設定するわけですが、その際には関係者の間で十分調整をして決定をさせ

ていただきたいと思っております。 

 ３番目に、ＴＡＥの設定に関するスケジュールでございますけれども、漁獲努力可能量

というその上限数値ですけれども、その設定につきましては、「海洋生物資源の保存及び

管理に関する法律」、すなわちＴＡＣ制度とＴＡＥ制度の二本柱を規定している法律でご

ざいますけれども、この法に則り、ＴＡＣ制度にかかる次年分のＴＡＣ配分にかかる部分

の基本計画を改正するスケジュールと合わせて、基本計画に盛り込んでいきたいと考えて

おります。実際のＴＡＥ管理の開始でございますけれども、さわらにつきましては来年の

４月以降の漁から設定していきたいと考えているところでございます。その期間というの

も、実はその魚種ごと、採捕の種類ごとに細かく設定できることになっておりまして、具

体的な採捕の種類ごと、また都道府県ごとの期間につきましては、またそれぞれ配分して



いきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 現在のところＴＡＥに関しまして、事務局側で考えているものは以上です。 

 

（藤本会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、何か御意見・御質問等がございましたら、お願いします。 

 どうぞ、荒井委員さん。 

 

（荒井委員） 

 操業日数の数え方は、夜中の１２時を超えた場合は１、２と数えるのでしょうか。それ

とも、それ１回の操業ということで１日という数え方なのでしょうか。 

 

（阿部課長補佐） 

 おそらく瀬戸内海のさわら漁業でありますと、毎日毎日出漁してらっしゃる漁業がほと

んどだと思っておりますので、それは夜中を挟もうが１日の操業であると整理できるので

はないかと考えております。ただその考え方については、ほかの漁業で出漁日数が３日と

か４日とかそのようになるような漁業においてはきちんと整理しなければいけなくなりま

す。ですから今の段階では報告する出漁日数の考え方としては、さわらに関する漁業者に

対しては、その考え方でいいと思いますけれども、他漁業との調整で変更する可能性は考

えられます。 

 

（藤本会長） 

 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 それでは、事務局におかれましては、今後も引き続き必要な作業を進めていただくよう

お願いします。 

 それでは、だいぶ時間がたちましたので、ここで１０分間休憩をしたいと思いますけれ

ども、３時から再開したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、１０分間休憩いたします。 

 

（休憩 １４時５０分） 

 

（再開 １５時００分） 

 

 

（藤本会長） 

 会議を再開させていただきます。 



 次の議題に移ります。 

 去る７月３１日に開催されました太平洋広域漁業調整委員会第３回太平洋南部会におき

まして、資源回復計画にかかる紀伊水道等の瀬戸内海に隣接する海域の取り扱いについて、

承認が得られたところでございます。この件につきまして、事務局より報告お願いします。 

 

（ 資源回復計画における隣接海域の取り扱い

について） 

 

（大田調整課長） 

 瀬戸内海漁業調整事務所の調整課を担当しております大田でございます。座って説明さ

せていただきます。 

 まず、この瀬戸内海系群のさわらにつきましては、御存知のように紀伊水道外域の隣接

海域、それから豊後水道を回遊して、さらには漁獲もされているということでありまして、

この資源回復計画におきましても、その関係県や海区漁業調整委員会と瀬戸内海広調委が

連携をして、瀬戸内海に準じた必要な措置を講じることとなっております。なお、この隣

接海域は、太平洋広調委の南部会の管轄海域ということで、このことについては太平洋広

調委による措置を講じることが想定されるわけです。太平洋広調委の管轄水域は、千葉か

ら九州の宮崎あたりまでございますが、反面、この隣接海域はその広大な管轄水域のうち

関係県が和歌山、徳島、愛媛、大分に限定されているわけでございます。それからもう１

つは、講じられるこの規制措置というものは、瀬戸内海の規制に連動して機動的に対応す

ることが必要でございまして、このことにつきましては太平洋広調委の委員会指示ではな

くて、関係海区漁業調整委員会等が瀬戸内海広調委と連携して必要な措置を講じるという

ことにつきまして、先ほど会長の方から御説明がございましたが、７月３１日開催の太平

洋広調委の第３回太平洋南部会において御説明を申し上げ検討を願いまして、結果このこ

とにつきましては瀬戸内海に隣接する海域におきましては、関係海区漁業調整委員会、ま

たは連合海区漁業調整委員会が瀬戸内海広調委と連携して、瀬戸内海に準じた必要な規制

を行う体制を構築することについて、了承が得られております。 

 そこで具体的な体制でございますが、まず紀伊水道外域におきましては、和歌山それか

ら徳島両県によります連合海区漁業調整委員会を漁業法第１０５条第４項に基づいて、設

置することになっております。なお、このことにつきましては、既に両海区及び両県の行

政担当者による設置のための準備会合も行われております。 

 それから次に、豊後水道でございますが、豊後水道におけるさわらの漁業という実態が

宇和海でのさわら流し網漁業等であるということでございまして、このことにつきまして

は愛媛海区漁業調整委員会で対応していただくと考えております。 

 そこで、今後の瀬戸内海広調委との連携ということでございますが、紀伊水道外域及び

宇和海におけるさわら漁業にかかる規制につきましては、和歌山・徳島連調委及び愛媛海

区と瀬戸内海広調委が連携して、瀬戸内海に準じた必要な措置を講じていくようになりま



す。具体的な規制措置の検討につきましては、瀬戸内海広調委の事務局であります瀬戸内

海漁業調整事務所が、和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会及び愛媛海区漁業調整委員会

の委員会指示について、瀬戸内海の規制に準じた適切なものとなるように、各海区の操業

実態も勘案しながら協議を行って、その結果について次回の瀬戸内海広調委において報告

させていただくという体制を考えておりますので、どうぞ御了承いただきたいと思います。

なお、このことにつきましては当然のことながら、太平洋広調委への報告も同様に考えて

おります。 

 それから、この隣接海域における規制の適用時期でございますが、今年度中に各海区と

の協議を行いまして、平成１５年度からの適用をめどに調整をしていくつもりでございま

す。 

 このことにつきましては、以上でございます。 

 

（藤本会長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、御意見・御質問等がございましたら、お願いします。 

 ございませんか。 

 それでは、太平洋広域漁業調整委員会において、資源回復計画にかかる瀬戸内海隣接海

域の取り扱いについて承認が得られまして、隣接海域において瀬戸内海に準じた必要な規

制の適用を行う体制が構築されることとなりました。これを受けて、紀伊水道においては、

和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会の設置準備が進められ、宇和海においても愛媛海区

漁業調整委員会が資源回復計画にかかる体制を固めつつありますので、本委員会としまし

ても関係海区の漁業調整委員会と連携をさらに進めながら、資源回復計画を推進していき

たいと思います。関係海区漁業調整委員会と本委員会の委員会指示の整合性を図ることと、

隣接海域における規制については、事務局が関係海区の漁業調整委員会と緊密に連絡を取

りつつ、隣接海域の規制の適用が瀬戸内海に準じたものとなるよう、関係海区漁業調整委

員会と協議をし、その結果を次回の委員会において御報告させていただくという形にした

いと思いますが、これでよろしゅうございますか。 

 

（「異議なし」という者あり） 

 

（藤本会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、そのように事務局は必要な作業を進めていただきたいと思います。 

 では、次の議題に移ります。 

 現在、事務局において資源回復計画の次期対象魚種について検討が行われております。

この件につきまして、事務局説明お願いします。 

 



（次期資源回復計画にかかる魚種の検討 

について） 

 

（小林資源課長） 

 資源課長の小林です。 

 私の方から、次期資源回復計画にかかる魚種の検討につきまして説明させていただきま

す。 

 瀬戸内海ブロックにおけます資源回復計画の候補魚種につきましては、カタクチイワ

シ・トラフグ・小底対象魚種というものが挙げられているわけですけれども、さわらの資

源回復計画が作成されたことから、今後次期魚種の計画作成について検討を行っていきた

いと考えております。これらの魚種について、これまで十分な検討はまだできておりませ

んけれども、８月に行政研究担当者会議というものを開催いたしまして、今後回復計画を

作成していくにあたりまして、資源状況それから資源悪化要因、又計画作成にあたっての

問題点等につきまして、いろいろと検討してまいりましたので、その検討状況につきまし

て御報告させていただきたいと思います。資料につきましては、資料６と資料７でござい

ます。 

 カタクチイワシとトラフグでございますけれども、これにつきましては瀬戸内海区水産

研究所の方で資源評価が行われておりますので、この２つの魚種についての資源状況につ

きまして、瀬戸内海区水産研究所の佐古部長の方から説明していただきたいと思います。 

 

（佐古海区水産業研究部長） 

 佐古と申します。 

 ただいま御紹介ありましたように、カタクチイワシとトラフグにつきまして、水産庁の

委託により水産総合研究センターが実施しております資源評価調査の結果から簡単に説明

させていただきます。資料といたしましては、カタクチイワシは資料７の４ページ、トラ

フグが同じく３ページでございます。 

 まず、カタクチイワシにつきましては、瀬戸内海のカタクチイワシは御承知のように、

太平洋南区の春季発生群と瀬戸内海発生群との混合資源でありまして、３月から５月にか

けて薩南海域から土佐湾で生まれ、その一部が瀬戸内海に入って、秋には中羽から大羽に

なって漁獲対象になります。それから瀬戸内海では、主に夏から秋に各海域で生まれまし

て、秋に小羽から中羽になって漁獲対象になるというふうになっております。漁獲の動向

でございますけれども、２ページから３ページにかけましてカタクチイワシ、シラスの漁

獲量の推移の図がございます。漁獲量のピークは、１９８６年でございまして、カタクチ

イワシ９万３,０００トン、シラス５万３,０００トンが漁獲されましたけれども、それ以

降は減り続けまして、１９９８年を底にして、最近は少しふえております。２００１年は

カタクチ３万６，０００トン、シラス２万４，０００トンになっております。資源状態で

ございますけれども、３ページに書いてございますが、１９９９年と２０００年は、それ



ぞれ１６万５，０００トン、１３万２，０００トンと高かったのですが、２００１年は９

万９,０００トンに減少し、資源としては中位水準となっておりまして、動向としては減

少傾向というふうに判断しております。 

トラフグにつきましては、瀬戸内海では山口県と広島県を除いて単一種として漁獲量を

把握できておりませんので、資源の量的評価はできませんが、一部の漁協において月別の

漁獲量や漁獲されたトラフグの年齢構成を把握しておりまして、それらの年変化から資源

の水準や動向に関する質的評価を行っております。広島県と山口県のトラフグの漁獲量の

推移がトラフグの２ページ目に示してありますけれども、それによりますと１９９９年を

底に最近は徐々にわずかではありますけれどふえてきております。資源状態につきまして

は、親魚量水準と未成魚量水準を算出しておりますけれども、３ページ目の上の方に書い

てございますが、２００１年の親魚量水準は１９８９年以前の７年間の平均値を基準とい

たしまして、東部で４.３％、西部で９.１％、未成魚量水準は東部で３３％、西部で１

５％と算定されております。資源量水準としては低位で、動向は横ばいの傾向であると判

断しております。 

 カタクチイワシとトラフグの資源の状態につきまして、簡単ではありますが、説明させ

ていただきました。 

 

（小林資源課長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、資料６をご覧になっていただきたいのですが、まずカタクチイワシの方の状

況について御説明いたします。カタクチイワシの資源動向につきましては今の報告の中に

もありましたが、中位水準減少傾向ということでございまして、過剰漁獲が考えられるも

のの、環境の影響を強く受けて変動するということが、大方の見解でございました。漁業

種類は、船びき網主体でございまして、資源回復手段につきましては毎年の漁期調整、あ

るいは減船休漁というものが必要なのではないかということでございました。計画作成に

当たっての問題点でございますけれども、カタクチイワシにつきましては多くの魚の餌と

なるということから、早急に資源を回復させるべきではないかというような必要性につき

ましては、多くの方たちが認識を持っているわけでございますけれども、資源につきまし

ては環境の影響を強く受けることから、資源予測が難しくて漁業者にもその回復効果につ

いての説明が難しいのではないかという意見も、多く出されているところでございます。

要望につきましては、右の備考にありますが、和歌山県・愛媛県それから香川県での回復

計画の作成に対する優先度というものは高くなっているわけでございます。カタクチイワ

シについては、こういった課題を踏まえまして、今後どのような管理方策をとっていった

らいいのかということについて、さらにいろいろ研究者も含めて検討を続けていきたいと

考えております。 

 それから、トラフグでございます。トラフグの資源動向につきましては、低位水準の横

ばい傾向ということでございます。それで資源の悪化要因としましては、すべての成長段



階・時期で高い漁獲圧が指摘されておりまして、先ほどの資料にもありましたが、加入乱

獲の状態になっているということでございます。関係漁業種類につきましては、小底・は

え縄・小型定置網等々がございまして、資源回復手段といたしましては小型魚、産卵親魚

の保護や種苗放流等を行っていく必要があるのではないかということでございます。計画

策定に当たっての問題点等でございますけれども、トラフグにつきましては瀬戸内海で生

まれましたトラフグの一部というものが東シナ海など、瀬戸内海以外の海域に回遊すると

いうことから、移動範囲や生態や他海域の漁獲実態などを把握して、それで管理実施者と

受益者が異なるということにも留意していかなければならないだろうと。そういうことで、

他海域と連携して、それぞれの漁獲実態を踏まえた管理方策ということを検討すべきとい

う意見が多くありました。そういうことで、計画策定に当たりましては、今後瀬戸内海で

の取り組みというもので、どういったものができるのかという事については、詰めていき

たいと考えております。それとともに、他海域の状況を見ながら、その他海域との連携の

あり方につきましても今後検討してまいりたいと考えておるところでございます。要望県

につきましては、山口県・大分県の優先度が高くなっているということでございます。 

 それから、小底対象魚種につきましてはアナゴ類以下、主要な１２魚種につきまして検

討してきたところでございます。個々の魚種の検討状況につきましては、２ページ目と３

ページ目に具体的に記載しております。小底対象魚種の資源状況でございますけれども、

これにつきましては水産研究所での資源評価がなされておりませんので、各府県におきま

して評価をしていただいたものを総合して、個々に記載しているところでございます。ま

た参考といたしまして、資料７の方に統計データをもとに漁獲量の推移を魚種ごと、灘ご

とに示した資料をつけておりますので、こちらも参考にしていただければと思います。小

底対象魚種の資源状況でございますが、スズキ類とそれからハモ・マダコにつきましては、

中位から高位の水準、横ばいから増加の傾向ということで、これについては資源状況がよ

いのではないかと考えられますが、これ以外の魚種につきましては、資源水準が低位から

中位、資源の傾向としましては減少ないし横ばいの傾向にあるということで、多くの魚種

で資源が悪化しているということでございます。それから、小底対象魚種の資源回復手段

でございますけれども、個々の資源回復手段は次のページにも出ているように、いろいろ

想定されるわけですけれども、ただ計画策定にあたっての問題点等にも書いてございます

が、小底というのは多種類の魚種を漁獲しているものですから、個々の魚種に着目した操

業規制というのはなかなか難しい面があるわけでございます。そういったことで、通常の

操業にも配慮しながら効果の得られる方策について検討すべきではないかという意見が出

ているわけでございます。そういったことで、小底対象魚種につきましては、比較的狭い

部分を回遊するものですから、右側の備考のところで、要望県が書いてございますけれど

も、こういった関係県といろいろとすり合わせながら、どのような管理方策が取られるの

かを検討していきたいと考えておるところでございます。 

 これまでの検討状況につきましては、以上でございますけれども、今後もカタクチイワ

シそれからトラフグ、それから小底対象魚種につきまして、引き続き回復計画の作成に向



けて行政研究担当者会議、あるいは漁業者協議会というところにおきまして、さらに検討

を進めていきまして、それから優先的に取り組む魚種についても今後具体化していきまし

て、計画作成につきましては検討の進んだ魚種につきましては、できる限り今年度中にそ

の資源回復計画の素案の作成に着手する方向で、作業を今後進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 これにつきましては、この委員会の御了承を得たいということでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

（藤本会長） 

 ありがとうございました。 

 カタクチイワシ・トラフグ・小底対象魚種の３魚種について、引き続き資源回復計画の

作成に向けて検討を進めまして、検討の進んだ特定の魚種についてできる限り今年度内に

資源回復計画作成に着手していけるよう努めていきたいとのことでございますが、ただい

まの御報告について御意見・御質問等がありましたら、お願いします。 

 はい、どうぞ前田委員。 

 

（前田委員） 

 今のスケジュールについて、今年度中に作成するとありますが、本年度中に魚種を決定

するということですか。 

 

（小林資源課長） 

 いま現在では、次の魚種というものが決められない状態にあるわけでございまして、今

後現場にも行き、いろいろ検討をしまして、それで計画作成が具体化するようなところが

ございましたら、そういうところについて計画作成に着手していきたいと考えているとこ

ろであります。基本的にこれからどの魚種を対象にということにつきまして、ある程度具

体的に優先順位をつけていかないといけないのかなと考えております。そういうことで、

どの魚種をやるかというのは、今後の検討状況次第ですけれども、それが具体化した場合

はそれについて計画作成に着手していきたいということでございます。 

 

（前田委員） 

 失礼ですが、よくわからないのですけれども、地区や海区、あるいは灘などで優先順位

を決めてやるのか。あるいは瀬戸内海全部で１つ決めてやるのか、その辺は今のところ方

針を決めてないのか。 

 

（小林資源課長） 

 瀬戸内海１本でやるべきというところと、魚種によってそれぞれ回遊範囲が違うと思い



ますので、どういうところで取り組んだらいいかという話も当然出てこようかと思います。

現在のところでは、その海域についてもまだ検討中でございまして、そこについても基本

的にどういうところでどういう取り組みができるのかということを詰めていく中で、具体

的にしていきたいということです。 

 

（前田委員） 

 実は、こういう会議だというので、私の方の愛媛海区では先週水曜日、漁調委の委員協

議会を開催していただきまして、次期の回復計画の魚種について、愛媛としたらどういう

ものがいいかということを協議いたしました。その結果を御報告したいと思います。結論

から言うと、愛媛としてはカタクチイワシを瀬戸内海全体でやっていきたいという結論で

ございます。というのは、先ほどから御説明ありましたように、カタクチイワシそのもの

の漁業は、非常に昔から重要な漁業です。またほかの魚種のえさとしての価値も高く、カ

タクチイワシがふえないとほかの資源もふえない。瀬戸内海の全体の資源をふやすために

は、カタクチをふやさなくてはならない。これは先ほども申されたとおりでございます。

そういう観点から、愛媛海区としては漁業調整上あるいは経済的なものあるいは漁業取締

等非常にいろいろ問題はあろうけれども、カタクチイワシに取り組むべきではないかとい

う意見集約ができました。私といたしましても、やはりこの中ではカタクチイワシが１番

いいのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

 

（藤本会長） 

 ほかに、御意見ございませんか。 

 はい、どうぞ。鍋島委員さん。 

 

（鍋島委員） 

 私、播磨灘で小底で操業している者ですが、どこの港に行っても今１番少なくなったの

が、カレイというんですよ。ですからぜひともカレイをやっていただきたいと思うのです。

カレイは今は大体、播磨灘・瀬戸内海で２種類ぐらいがいるのかと思います。かなり昔は

３種類ぐらいいたのですが。それぞれマコガレイとイシガレイですが、特にイシガレイに

ついては去年の私の漁獲はゼロでした。今から１０年・２０年ぐらい前までは数１０キロ、

かなり昔になりますが２０年前ですととにかくマコガレイとイシガレイを船に積めないぐ

らいとれました。それが今はこの数年来、例えば去年ですと１日行って３キロから５キロ、

５キロあればいい方です。先ほど言い忘れましたが、メイタガレイというのがあるのです

が、それはかなりずっと続いておりますが、マコガレイは、１日行って３キロ・４キロで

ありまして、１網２０分・３０分を込みますと、３０キロ・４０キロもとれたこともあり

ます。これは２５年ぐらい前ですね。ですから、ぜひともカレイをやっていただきたい。

どこの港に行っても、「なぜカレイが減ったんだろう。我々とっていないじゃないか。」



という声が上がります。これは問題はどこにあるのか。いろいろうわさはしています。そ

の話もぜひ聞いてやってほしい。ぜひともカレイをお願いいたします。 

 

（藤本会長） 

 はい、どうぞ。 

 

（前田委員） 

 私どもは、カタクチイワシということで、現実に愛媛だけ取り上げてみても、伊予灘・

燧灘、全部の海域をやるというのはなかなか難しい問題でありますけれども、現実に自主

的に取り組んでいるところもございますので、そういうものを充実させ、あるいはそれを

各地に発展させていくと。瀬戸内海全域に将来発展させていくというような方法も考えら

れるのではないかと思います。 

 また今底びきのお話がありましたけれども、底びきにつきましてもやはり瀬戸内海全体

でどの魚種をやるというのを決めないと。ここの地区ではえびを、ここは何を、ここは何

をという話では、やはりこの広域資源回復計画、この事業の性格からいっても非常に無理

があるのではないかと。やはり瀬戸内海全体で資源をどのようにふやすかということにな

るであろうと思いますので、やり方は別といたしましても、もし小型機船底びき網漁業の

対象魚をやるとしても、１種類がいいのか２種類がいいのかは別としまして、やはり魚種

を決めてそれでどのように瀬戸内海全体でやっていくかという御検討をお願いしたいと思

います。 

 

（藤本会長） 

 ほかにございませんか。 

 はい、どうぞ。高橋委員さん。 

 

（高橋委員） 

 ただいまの前田委員さんのお話で、先般この会議に向けて県で海区の委員協議会をなさ

ったということでしたが、なるほどと関心してお聞きしておりました。 

 やはり、各海区としましても、資源管理にかかわるようなことになっておりますので、

私もお話聞きながら「これは私の海区では事前の協議をやらず、よくなかった。」と反省

しております。できましたら、国の方から各海区の事務局に事前に今説明されたような案

件を協議しておくようにという御指示等をいただいたら、それはそれで後の仕事は少しで

もスムーズにいくかと、こんなふうに思いますので、よろしく御指導をお願いしたいと思

います。 

 

（小林資源課長） 

 今、いろいろと委員の方から御意見があったことについては、それを踏まえてまいりた



いと考えております。 

 魚種の決め方につきましては、やはりそれぞれの地域ごとに考えていくという形をとっ

ていかざるを得ないかと。実質的に検討するにあたっては、要望の強いところからまず御

意見を聞いていくという形になろうかと思います。そしてどのように魚種を全体でオーソ

ライズするかにつきましても、今高橋委員がおっしゃられたような形も検討していきたい

と思いますし、瀬戸内海全体がオーソライズできるような形ということでやっていきたい、

進めていきたいと考えております。 

 

（藤本会長） 

 ほかに、ございませんか。 

 はい、どうぞ。前田さん。 

 

（前田委員） 

 今の件なんですけど、ちょっと最初に申し上げておりましたけれども、秋漁が済めばま

た漁業者協議会等をやって、それでまた反省も含めて今後の検討も対応していただけるの

だと思いますけれども、来年度の対応ということになりますと、また現場で混乱してもい

けませんので、早急にその作業は進めていただいて、来年にまた間際になって「ことしと

違って、こういうふうにするんだ」というような話になりますと、現場が混乱をいたしま

すので、事務局の方でスムーズに事業が進むような形で、早急に御検討をお願いしたいと

思います。 

 

（藤本会長） 

 はい、どうぞ。課長。 

 

（大田調整課長） 

 カタクチイワシにつきましては、確かに飼料生物の重要な魚として位置づけられており

まして、このことについては、どの県に行っても大事にきちんとやっていかなければなら

ないという話でございまして、我々の方もそのつもりでやってはおりますが、問題点とし

て資源回復計画の対象魚種として、効果がきちんと出せるような方策がとれるのかという

大きな問題を抱えてございます。したがって、今資源課長の方から「今後とも検討する」

と申し上げましたのは、その辺がきちんと担保できるのかという大きな問題も抱えてござ

いますので、それらについて水試・水研等々検討しながら進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

 

（藤本会長） 

 はい、どうぞ。 

 



（前田委員） 

 事業の本質的な壁になるので、そのような議論は余りしたくないのですが、今は確かに

効果が出ないとだめだという話はわかります。予算のこともあるでしょうし、いろいろな

関係もあるでしょうから。でも、やはり資源回復計画というものは、漁業者のためのもの

であって、漁業者が納得するものでなければいけないと。だから書類上、あるいはペーパ

ー上効果が確かに出ましたよと、そういうものでなければいけないのかということで、頭

からそのような考えで進んでいくのはどうかと、私は思っております。だから効果がない

というのはおかしいですが、やってみてなるほど余り効果がないのかなというような問題

でも、やはり漁業者サイドの意見を聞いて、漁業者のための資源回復、その点も十分考慮

していただきたいと思います。 

 

（藤本会長） 

 よろしゅうございますか。 

 ほかに、ございませんか。 

 はい、どうぞ。田中委員さん。 

 

（田中委員） 

 今、各委員さんからいろいろと御意見がありましたが、それを踏まえて資源回復のため

に漁業の関係者も漁連としてもそれを挙げて、同意をするかということを検討したいと思

いますが。うちとしては、漁業者のためのことであるので、子や孫の代まで残るためには、

資源回復しなければいけないということで、その精神をもとに府の水産課長も含めて、み

んな一体となってやっておりますので、そのようなことも頭に置いてやっていきたいと思

います。 

 以上です。 

 

（藤本会長） 

 ほかに、ございませんか。 

 それでは、よろしゅうございますか。 

 それでは、次期資源回復計画にかかる作業の方向について、委員会として承認したいと

考えますが、いかがでございましょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

（前田委員） 

 承認って、何を承認ですか。 

 

（藤本会長） 

 この方向で作業を進めるということについて、委員会として承認をするということです。 



 

（前田委員） 

 事務局にお任せするということですか。 

 

（藤本会長） 

 そうですね。事務局にこれで作業を進めてもらいたいと。 

 よろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、事務局は慎重に検討作業を進めてください。 

 

 その他についてでございますが、報告事項が２点ございます。 

 １点目は、平成１５年度資源管理関係予算の概算要求についてでございます。 

 ２点目は、指定漁業の許可及び取締等に関する省令の改正に伴う瀬戸内海取締規則等の

改正でございます。 

 これらの件につきまして、事務局より説明をお願いします。 

 

（ 資源管理関係予算の概算要求について ） 

 

（斎藤課長補佐） 

 それでは、平成１５年度予算概算要求につきまして、資料８を用いまして説明したいと

思います。 

 最初にお断りしておきますが、ここの資料に載せております数字、今から説明する中身

につきましては、現在、財務省と折衝中でありまして、まだ確定したものではございませ

ん。今後、財務省との折衝いかんによりましては、数値の変更あるいは内容が変わるとい

うことを、あらかじめお断りをしておきます。 

 それでは、現在我が国周辺水域における資源回復の推進といったことで、５本の柱を立

てて概算要求を行っております。 

 まず１本目の柱といたしましては、調査研究の推進と体制の充実ということで、これは

資源管理に１番基礎となります調査研究部門を充実しましょうということで、水産研究所

あるいは都道府県の水産試験場、これらと連携して全体的な資源管理、資源の調査体制を

拡充していきましょうといったものであります。これは前年度に比べまして、予算も拡充

した要求となっております。 

 ２番目といたしましては、現在進めております資源回復計画の全国展開といったことで

あります。この資料の書き方ですが、数字、例えば２.の①の資源管理体制・機能強化総

合対策事業についてですが、これが１,６８７（０）百万円となって括弧がついておりま

すが、括弧書きの中というのは前年度予算となっております。ただ、この２.の①の事業

につきまして、前年度まったく何もやってなかったかと言うと、そうではなく、予算上の



話ではありますが、今年度の資源回復計画関係の予算を計上しておりますが、これを一度

全部整理いたしまして、必要なものは拡充して新たに要求しているということから、この

ような書き方になっているわけで、今まったく何もやってなくて新しいものをつくったと

いった観点ではないことをお断りしておきます。中身ですが、２.の①は資源回復計画の

推進のための漁業者協議会の開催ですとか、ＴＡＣシステムの報告体制の整備といった内

容となっております。そして、２番目といたしましては、資源回復推進等再編整備事業と

いいまして、これは減船にかかる費用の支援であります。２.の③といたしまして、資源

回復計画推進支援事業といいまして、これは休漁や改良漁具に対する支援ということで予

算要求をしております。 

 それで３番目でございますが、つくり育てる漁業の推進ということで、これは栽培関係

の予算であります。 

 ４.といたしまして、漁場環境の保全等ということであります。そして４.の特に①の資

源回復支援基盤整備事業、これについて若干説明したいと思いますが。これは資料の１番

最後のページを見ていただきたいと思います。資源回復支援整備事業のイメージという形

で、横図が載っておりますが、特にこの回復支援整備事業の横図の１番左端の（１）のど

ういう内容でやるかといったことが書いてありますが、漁獲努力量の削減措置支援という

ことで、線が引っ張ってありまして、横でどういうことをやるかということが書いてあり

ますが、特に今回やろうと考えている、新しい目玉と申しますか、内容といたしましては、

その資源回復計画に基づきまして、漁獲努力量削減実施計画がつくられるわけですが、こ

の中で休漁といった項目が盛り込まれた場合に、その休漁する漁船を使いまして漁場保全

の公共事業を行うといった内容を新しく盛り込むために今要求をしているところでありま

す。つまり休漁漁業者によります雇用対策的なものを考えているということであります。

これは具体的に申しますと、現在これは支援事業の方で行うことは、休漁漁船を活用した

漁場の清掃活動の中で行うことはできますが、そうしますと漁業者の負担分２分の１が生

じますが、今回新たに要求しております資源回復支援基盤整備事業、こちらの方で行いま

すと公共事業という形になりますので、これ県が実施主体となって行うことになりますの

で、休漁漁船を活用した場合、その用船料を支払って行うということとなります。ですか

ら、要するに漁業者の裏負担分がなくなります。ただ当然ながら、公共事業ということで

ございますので、その事業の例えば効果ですとか、そういったものについてはかなりのも

のが求められると思います。 

 それでは、１番最初のページに戻りますが、４番目の柱まで説明いたしましたが、それ

で５番目の柱といたしましては、取締体制の強化、我が国の資源回復の前提条件となりま

す漁業秩序の維持ということで、予算要求をしているところであります。 

 以上、５本の柱をもって資源回復の推進を図ってまいりたいといったところであります。 

 きょうは時間がなく、非常にはしょった説明となっておりますが、今後来月には、まだ

予算要求段階ではありますが、関係する都道府県の担当者に集っていただきまして説明会

を開催して、情報の交換と伝達を図っていきたいと考えております。 



 事務局からは以上です。 

 

（藤本会長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの御報告につきまして、何か御意見・御質問等がありましたらお願いします。 

 ございませんか。 

 では次に、瀬戸内海取締規則等の改正等について、御報告お願いします。 

 

（ 瀬戸内海取締規制等の改正について ） 

 

（大田調整課長） 

 調整課でございます。 

 私ども、段取りが悪く、実はほかにもう１件ございます。 

 まず資料９の方から、御説明申し上げます。 

 これは瀬戸内海漁業取締規則等の一部改正ということでございますが、この等とは、も

う１つ小型機船底びき網漁業取締規則というもので、これら２つが改正になってございま

す。これは背景といたしまして、指定漁業の許可及び取締等に関する省令等の一部を改正

する省令というものが定められましたことから、瀬戸内海の関係で言えば、この２つの規

則が一部改正されて、この８月１日から施行されているということでございます。事後と

なってしまいましたけれども、一応こういう形で施行されているということでございます

ので、御報告申し上げます。 

 この規則等の一部改正の中身につきましては、瀬戸内海漁業取締規則第９条の３、及び

小型機船底びき網漁業取締規則の第９条、これらは停船命令にかかる信号の規定の改正で

ございます。これまで、この資料９の１.にございます、現場における停船命令のやり方

としましては、この１.にある停船命令の信号、それから２.にあります外国漁船の取締に

用います信号という形で、２つが用いられておりました。我が国の排他的経済水域内にお

ける漁業取締においては、韓国・中国などの外国漁船に対しては、この２.の方で行って

いるわけですが、現場においては日本漁船と外国漁船がふくそうして操業しているという

ことでございまして、それぞれに対して停船命令の信号を切りかえることが必要になって

おりまして、これは混乱を生じ兼ねないという理由から、我が方の関係としては、瀬戸内

海漁業取締規則及び小型機船底びき網漁業取締規則における停船命令にかかる信号の規定

を、この２.の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

施行規則で規定するＬの信号に変更するというものでございます。これに関しましては、

もう１つ各県の漁業調整規則の中にも停船命令という項目がございますので、改正につき

ましては追って通知をしてから作業を進めていただきたいと考えているところでございま

す。それから、この内容につきましては、５ページに新旧対象条文の形で、わかりやすく

整理してございますので、ご覧になっていただきたいと思います。 



 どうか、よろしくお願いいたします。 

 それから、もう１つでございます。資料１０でございます。 

 これは香川県水産課から、香川県水産試験場による資源評価調査の実施計画案が、当事

務局に提出されておりますので、このことについて御説明を申し上げます。 

 香川県水産試験場におきましては、さわらの平成１４年発生群の新規加入量の動向を調

査するという目的で、１０月１５日それから１０月２１日、それから１０月３０日、合計

３回播磨灘においてさわらの流し刺し網漁業を用いた採捕を行うというものでございます。

播磨灘は瀬戸内海広調委の指示によりまして、９月１日から１１月３０日の間、さわらを

目的とした操業が禁止され、それから使用できる網目も１０.６センチ以上とされており

ます。この場合、香川県の水産試験場の採捕につきましては、試験研究が目的ということ

が明確でありますので、瀬戸内海広調委委員会指示の適用除外の手続きを要するものでは

ないと判断をしております。しかしながら、この調査の目的、それから調査の時期、ある

いは内容等につきましては、当然のことながら当委員会及び関係府県には報告することが

必要と考えます。そこで香川県水産課から当事務局に実施計画を提出していただき、検討

の上、当委員会に報告させていただくという手続きを考えたものでございます。また、こ

の調査の終了後には、その結果を当委員会に報告するということを考えております。具体

的にこの実施計画の中身を若干御紹介します。ただ、正式な文章ではございませんで、追

って正式な文章になるということでございます。中身については調査の目的として先ほど

申しました、平成１４年発生群のさわら新規加入量の動向を把握するということでござい

ます。それから方法でございますが、さわら流し刺し網を用いると。それから実施期間、

これは香川県水産試験場が４（３）の２隻の漁船を用いまして、第１回目１０月１５日、

それから第２回目１０月２１日、第３回目１０月３０日、それぞれその漁船の持ち主であ

る鴨庄漁協所属の野崎さん、それから佐藤さんのご協力をいただきながら、調査を行うと。

なお、その目合いにつきましては、８.２センチ、両方とも１５反ということでございま

す。それから調査予定の海域につきましては、播磨灘西部の香川県さぬき市地先海面とな

ってございますので、御承知願いたいと思います。 

 事務局といたしましては、こういう報告をもちまして問題なしと考えておりますので、

またこの調査が終わりましたら次回の広調委におきまして、その結果については御報告さ

せていただけたらと考えております。 

 以上でございます。 

 

（藤本会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの報告につきまして、御意見・御質問等がありましたら、お願い申し上げます。 

 ございませんか。 

 それでは、その他として、本日の委員会で取り上げるべき事項等は、ございませんでし

ょうか。 



 それでは、ほかに御意見等もないようでございますので、本日の委員会はこれにて閉会

いたしたいと思います。 

 委員の皆様、それから御臨席の皆様におかれましては、貴重な御意見をありがとうござ

いました。 

 なお、議事録署名人の西川委員さんと荒井委員さんにおかれましては、後日事務局より

議事録が送付されますので、よろしくお願いします。 

 これをもちまして、第５回瀬戸内海広域漁業調整委員会を閉会させていただきます。 

 どうも、ありがとうございました。 

 


